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○
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条
～
第
五
条

（
略
）

第
一
条
～
第
五
条

（
略
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
由
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
由
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
由
は

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
由
は

、
中
小
企
業
者
の
代
表
者
（
代
表
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
の
死
亡
又

、
中
小
企
業
者
の
代
表
者
（
代
表
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
の
死
亡
又

は
退
任
に
起
因
す
る
経
営
の
承
継
に
伴
い
生
じ
る
事
由
で
あ
っ
て
、
次
に

は
退
任
に
起
因
す
る
経
営
の
承
継
に
伴
い
生
じ
る
事
由
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

当
該
中
小
企
業
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
で
あ

七

当
該
中
小
企
業
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
（
当
該
代
表
者
に
係
る
贈
与
者
か

っ
て
、
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
（
当
該
代
表
者
に
係
る
贈
与
者
か

ら
の
贈
与
の
時
以
後
に
お
い
て
代
表
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

ら
の
贈
与
の
時
以
後
に
お
い
て
代
表
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
中
小
企
業
者
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
中
小
企
業
者
の

株
式
等
に
係
る
贈
与
税
を
納
付
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

株
式
等
に
係
る
贈
与
税
を
納
付
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

イ
～
へ

（
略
）

イ
～
へ

（
略
）

ト

当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す

ト

当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
者
（
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
の
当
該
中
小
企
業
者
が

る
者
（
以
下
「
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

定
め
た
一
人
に
限
る
。
以
下
「
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
い
う
。
）
で

あ
る
こ
と
。

⑴
～
⑶

（
略
）

⑴
～
⑶

（
略
）

⑷

当
該
贈
与
の
日
ま
で
引
き
続
き
三
年
以
上
に
わ
た
り
当
該
中
小

⑷

当
該
贈
与
の
直
前
に
お
い
て
第
十
六
条
第
一
項
の
確
認
（
第
十

企
業
者
の
役
員
（
会
社
法
第
三
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
変
更
の
確
認
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ

役
員
を
い
い
、
当
該
中
小
企
業
者
が
持
分
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は
、
変
更
後
の
確
認
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
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っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

。
）
を
受
け
た
当
該
中
小
企
業
者
の
当
該
確
認
に
係
る
特
定
後
継

る
こ
と
。

者
（
第
十
五
条
第
三
号
の
特
定
後
継
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
贈
与
の
日
ま
で
引
き
続
き
三
年

以
上
に
わ
た
り
当
該
中
小
企
業
者
の
役
員
（
会
社
法
第
三
百
二
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
員
を
い
い
、
当
該
中
小
企
業
者
が
持

分
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

⑸

（
略
）

⑸

（
略
）

⑹

削
除

⑹

当
該
贈
与
の
直
前
に
お
い
て
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
の

贈
与
者
が
第
十
六
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
当
該
中
小
企
業
者

の
当
該
確
認
に
係
る
特
定
代
表
者
（
第
十
五
条
第
四
号
の
特
定
代

表
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

⑺

当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
の
贈
与
者
（
当
該
贈
与
の
時
前
に

⑺

当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
の
贈
与
者
が
、
当
該
贈
与
の
直
前

お
い
て
、
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）

に
お
い
て
、
当
該
贈
与
者
に
係
る
同
族
関
係
者
と
合
わ
せ
て
当
該

が
、
当
該
贈
与
の
直
前
（
当
該
贈
与
者
が
当
該
贈
与
の
直
前
に
お

中
小
企
業
者
の
総
株
主
等
議
決
権
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議

い
て
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
贈
与

決
権
の
数
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
贈
与
者
が
有
す
る
当
該
株
式
等

者
が
当
該
代
表
者
で
あ
っ
た
期
間
内
の
い
ず
れ
か
の
時
及
び
当
該

に
係
る
議
決
権
数
が
い
ず
れ
の
当
該
同
族
関
係
者
（
当
該
中
小
企

贈
与
の
直
前
）
に
お
い
て
、
当
該
贈
与
者
に
係
る
同
族
関
係
者
と

業
者
の
経
営
承
継
受
贈
者
と
な
る
者
を
除
く
。
）
が
有
し
て
い
た

合
わ
せ
て
当
該
中
小
企
業
者
の
総
株
主
等
議
決
権
数
の
百
分
の
五

当
該
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
も
下
回
ら
な
か
っ
た
者
で
あ
る

十
を
超
え
る
議
決
権
の
数
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
贈
与
者
が
有
す

こ
と
。

る
当
該
株
式
等
に
係
る
議
決
権
数
が
い
ず
れ
の
当
該
同
族
関
係
者

（
当
該
中
小
企
業
者
の
経
営
承
継
受
贈
者
と
な
る
者
を
除
く
。
）

が
有
し
て
い
た
当
該
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
も
下
回
ら
な
か

っ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

⑻

（
略
）

⑻

（
略
）

チ
～
ヌ

（
略
）

チ
～
ヌ

（
略
）
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八

当
該
中
小
企
業
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
で
あ

八

当
該
中
小
企
業
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
（
当
該
代
表
者
の
被
相
続
人
（
遺

っ
て
、
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
（
当
該
代
表
者
の
被
相
続
人
（
遺

贈
を
し
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か

贈
を
し
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か

ら
五
月
を
経
過
す
る
日
以
後
に
お
い
て
代
表
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以

ら
五
月
を
経
過
す
る
日
以
後
に
お
い
て
代
表
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
当

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
当

該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
（
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
提
出

該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
（
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
提
出

す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
共
同
相
続
人
又
は
包

す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
共
同
相
続
人
又
は
包

括
受
遺
者
に
よ
っ
て
ま
だ
分
割
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
係

括
受
遺
者
に
よ
っ
て
ま
だ
分
割
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
係

る
相
続
税
を
納
付
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

る
相
続
税
を
納
付
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

イ
～
へ

（
略
）

イ
～
へ

（
略
）

ト

当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す

ト

当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
者
（
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
の
当
該
中
小
企
業
者
が

る
者
（
以
下
「
経
営
承
継
相
続
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

定
め
た
一
人
に
限
る
。
以
下
「
経
営
承
継
相
続
人
」
と
い
う
。
）
で

あ
る
こ
と
。

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
中
小
企
業
者
の
役
員

⑶

当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
第
十
六
条
第
一
項
の
確
認

で
あ
っ
た
こ
と
（
当
該
代
表
者
の
被
相
続
人
が
六
十
歳
未
満
で
死

を
受
け
た
当
該
中
小
企
業
者
の
当
該
確
認
に
係
る
特
定
後
継
者
で

亡
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

あ
り
、
か
つ
、
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
中
小
企

業
者
の
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
（
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）
。

当
該
代
表
者
（
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
の
当
該

(ⅰ)
中
小
企
業
者
が
定
め
た
一
人
に
限
る
。
）
の
被
相
続
人
（
代
表

者
で
あ
っ
た
時
に
お
い
て
、
そ
の
同
族
関
係
者
と
合
わ
せ
て
当

該
中
小
企
業
者
の
総
株
主
等
議
決
権
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え

る
議
決
権
の
数
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
有
し
て
い
た
当
該
中
小

企
業
者
の
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
が
い
ず
れ
の
当
該
同
族
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関
係
者
が
有
し
て
い
た
当
該
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
も
下

回
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
被
相
続
人
に
限
る
。

及
び
⑸

（ⅱ）

（ⅱ）

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
六
十
歳
未
満
で
死
亡
し
た
場
合
（
当
該

代
表
者
以
外
の
者
が
第
十
六
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
当
該

中
小
企
業
者
の
当
該
確
認
に
係
る
特
定
後
継
者
で
あ
る
場
合
を

除
く
。
）

当
該
代
表
者
が
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
中

（ⅱ）
小
企
業
者
の
役
員
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
代
表
者
の

被
相
続
人
の
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
代
表
者
が
有

し
て
い
た
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
と

相
続
（
公
正
証
書
に
よ
る
遺
言
に
よ
っ
て
当
該
株
式
等
に
つ
き

遺
産
の
分
割
の
方
法
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
遺

贈
（
公
正
証
書
に
よ
る
遺
言
に
よ
っ
て
特
定
の
名
義
で
行
わ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
株
式
等
に
係
る
議

決
権
の
数
の
合
計
数
が
総
株
主
等
議
決
権
数
の
百
分
の
五
十
を

超
え
る
議
決
権
の
数
で
あ
る
と
き
（
当
該
代
表
者
以
外
の
者
が

第
十
六
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
当
該
中
小
企
業
者
の
当
該

確
認
に
係
る
特
定
後
継
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

特
定
後
継
者
の
相
続
が
開
始
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
代

（ⅲ）
表
者
が
第
十
六
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
当
該
中
小
企
業
者

の
当
該
確
認
に
係
る
新
た
に
特
定
後
継
者
と
な
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
者
（
第
十
五
条
第
六
号
の
新
た
に
特
定
後
継
者
と
な
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
。

⑷

（
略
）

⑷

（
略
）

⑸

削
除

⑸

当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お
い
て
、
当
該
代
表
者
の
被
相
続

人
が
第
十
六
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
当
該
中
小
企
業
者
の
当
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該
確
認
に
係
る
特
定
代
表
者
で
あ
る
こ
と
（
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
。

⑶

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

（ⅰ）

（ⅰ）

（ⅱ）

⑶

に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
代
表
者
の
被
相
続

（ⅱ）

（ⅲ）

人
が
特
定
後
継
者
で
あ
っ
た
と
き
。

⑹

当
該
代
表
者
の
被
相
続
人
（
当
該
相
続
の
開
始
前
に
お
い
て
、

⑹

当
該
代
表
者
の
被
相
続
人
が
、
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
に
お

当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
が
、
当
該

い
て
、
当
該
被
相
続
人
に
係
る
同
族
関
係
者
と
合
わ
せ
て
当
該
中

相
続
の
開
始
の
直
前
（
当
該
被
相
続
人
が
当
該
相
続
の
開
始
の
直

小
企
業
者
の
総
株
主
等
議
決
権
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決

前
に
お
い
て
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
で
な
い
場
合
に
は
、
当

権
の
数
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
被
相
続
人
が
有
す
る
当
該
中
小
企

該
被
相
続
人
が
当
該
代
表
者
で
あ
っ
た
期
間
内
の
い
ず
れ
か
の
時

業
者
の
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
が
い
ず
れ
の
当
該
同
族
関
係

及
び
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
）
に
お
い
て
、
当
該
被
相
続
人
に

者
（
当
該
中
小
企
業
者
の
経
営
承
継
相
続
人
と
な
る
者
を
除
く
。

係
る
同
族
関
係
者
と
合
わ
せ
て
当
該
中
小
企
業
者
の
総
株
主
等
議

）
が
有
し
て
い
た
当
該
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
も
下
回
ら
な

決
権
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
の
数
を
有
し
、
か
つ
、

か
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

当
該
被
相
続
人
が
有
す
る
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
係
る
議

決
権
の
数
が
い
ず
れ
の
当
該
同
族
関
係
者
（
当
該
中
小
企
業
者
の

経
営
承
継
相
続
人
と
な
る
者
を
除
く
。
）
が
有
し
て
い
た
当
該
株

式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
も
下
回
ら
な
か
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺

（
略
）

⑺

（
略
）

チ
・
リ

（
略
）

チ
・
リ

（
略
）

九

（
略
）

九

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
認
定
の
申
請
）

（
認
定
の
申
請
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
第
七
号
の
事
由
に
係
る
も

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
第
七
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
社
で
あ
る
中
小
企
業
者
は
、
当
該

の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
社
で
あ
る
中
小
企
業
者
は
、
当
該
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認
定
に
係
る
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
十
五
日
（
当
該
贈
与

認
定
に
係
る
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
十
五
日
（
当
該
贈
与

に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
（
次
条
第
二
項
の
贈
与
税
申
告
期
限
を
い
う
。

に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
（
次
条
第
二
項
の
贈
与
税
申
告
期
限
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
に
当
該
中
小
企
業
者
の
経
営
承
継
贈

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
に
当
該
中
小
企
業
者
の
経
営
承
継
贈

与
者
の
相
続
が
開
始
し
た
場
合
（
当
該
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
に
お
い
て

与
者
の
相
続
が
開
始
し
た
場
合
（
当
該
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
に
お
い
て

当
該
経
営
承
継
贈
与
者
の
相
続
が
開
始
し
、
か
つ
、
当
該
中
小
企
業
者
の

当
該
経
営
承
継
贈
与
者
の
相
続
が
開
始
し
、
か
つ
、
当
該
中
小
企
業
者
の

経
営
承
継
受
贈
者
が
当
該
経
営
承
継
贈
与
者
か
ら
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ

経
営
承
継
受
贈
者
が
当
該
経
営
承
継
贈
与
者
か
ら
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ

り
財
産
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
相
続
税
法
第
十
九
条
又
は
第
二
十
一
条

り
財
産
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
相
続
税
法
第
十
九
条
又
は
第
二
十
一
条

の
十
五
の
規
定
に
よ
り
当
該
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
株
式
等
の
価
額

の
十
五
の
規
定
に
よ
り
当
該
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
株
式
等
の
価
額

が
相
続
税
の
課
税
価
格
に
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
当
該
株
式
等

が
相
続
税
の
課
税
価
格
に
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
当
該
株
式
等

に
つ
い
て
同
法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
含
む

に
つ
い
て
同
法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
含
む

。
）
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
経
営
承
継
贈
与
者
の
相
続
の
開
始
の

。
）
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
経
営
承
継
贈
与
者
の
相
続
の
開
始
の

日
の
翌
日
か
ら
八
月
を
経
過
す
る
日
又
は
当
該
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
の

日
の
翌
日
か
ら
八
月
を
経
過
す
る
日
又
は
当
該
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
の

翌
年
の
一
月
十
五
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
、
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
前
に

翌
年
の
一
月
十
五
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
、
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
前
に

当
該
経
営
承
継
受
贈
者
の
相
続
が
開
始
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
経
営

当
該
経
営
承
継
受
贈
者
の
相
続
が
開
始
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
経
営

承
継
受
贈
者
の
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら
八
月
を
経
過
す
る
日
）
ま

承
継
受
贈
者
の
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら
八
月
を
経
過
す
る
日
）
ま

で
に
、
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
申
請
書
の
写
し
一
通
及
び
次

で
に
、
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
申
請
書
の
写
し
一
通
及
び
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
贈
与
の
直
前
（
当
該
経
営
承
継
贈
与
者
が
当
該
贈
与
の
直
前
に

二

当
該
贈
与
の
直
前
、
当
該
贈
与
の
時
及
び
当
該
贈
与
に
係
る
贈
与
認

お
い
て
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
（
代
表
権
を
制
限
さ
れ
て
い
る
者

定
申
請
基
準
日
に
お
け
る
当
該
中
小
企
業
者
（
当
該
経
営
承
継
贈
与
者

を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
経

又
は
当
該
経
営
承
継
受
贈
者
に
係
る
同
族
関
係
者
で
あ
る
会
社
が
あ
る

営
承
継
贈
与
者
が
当
該
代
表
者
で
あ
っ
た
期
間
内
の
い
ず
れ
か
の
時
及

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

び
当
該
贈
与
の
直
前
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
贈
与

。
）
の
株
主
名
簿
の
写
し
（
当
該
中
小
企
業
者
が
持
分
会
社
で
あ
る
場

の
時
及
び
当
該
贈
与
に
係
る
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
に
お
け
る
当
該
中

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
贈
与
の
直
前
及
び
当
該
贈
与
の
時
に
お
け
る
当

小
企
業
者
（
当
該
経
営
承
継
贈
与
者
又
は
当
該
経
営
承
継
受
贈
者
に
係

該
中
小
企
業
者
の
定
款
の
写
し
）
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る
同
族
関
係
者
で
あ
る
会
社
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
会
社
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
株
主
名
簿
の
写
し
（
当
該

中
小
企
業
者
が
持
分
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
贈
与
の
直

前
及
び
当
該
贈
与
の
時
に
お
け
る
当
該
中
小
企
業
者
の
定
款
の
写
し
）

三

登
記
事
項
証
明
書
（
当
該
贈
与
に
係
る
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
以
後

三

登
記
事
項
証
明
書
（
当
該
贈
与
に
係
る
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
以
後

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
当
該
経
営
承
継
贈
与
者
が
当
該
贈
与
の

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

直
前
に
お
い
て
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
経
営
承
継
贈
与
者
が
代
表
者
で
あ
っ
た
旨
の
記
載
の
あ
る
登
記
事

項
証
明
書
を
含
む
。
）

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

削
除

十

第
十
六
条
第
三
項
の
確
認
書
（
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
変

更
の
確
認
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第

十
六
条
第
三
項
の
確
認
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

３

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
第
八
号
の
事
由
に
係
る
も

３

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
第
八
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
社
で
あ
る
中
小
企
業
者
は
、
当
該

の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
社
で
あ
る
中
小
企
業
者
は
、
当
該

認
定
に
係
る
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら
八
月
を
経
過
す
る
日
（
当
該

認
定
に
係
る
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら
八
月
を
経
過
す
る
日
（
当
該

相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
次
条
第
三
項
の
相
続
税
申
告
期
限
を
い

相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
次
条
第
三
項
の
相
続
税
申
告
期
限
を
い

う
。
）
前
に
当
該
中
小
企
業
者
の
経
営
承
継
相
続
人
の
相
続
が
開
始
し
た

う
。
）
前
に
当
該
中
小
企
業
者
の
経
営
承
継
相
続
人
の
相
続
が
開
始
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
経
営
承
継
相
続
人
の
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
経
営
承
継
相
続
人
の
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日

か
ら
八
月
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
に
、
様
式
第
八
に
よ
る
申
請
書
に
、
当

か
ら
八
月
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
に
、
様
式
第
八
に
よ
る
申
請
書
に
、
当

該
申
請
書
の
写
し
一
通
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
経
済
産
業

該
申
請
書
の
写
し
一
通
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
経
済
産
業

大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
（
当
該
被
相
続
人
が
当
該
相
続
の
開
始
の

二

当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
、
当
該
相
続
の
開
始
の
時
及
び
当
該
相
続

直
前
に
お
い
て
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
（
代
表
権
を
制
限
さ
れ
て

に
係
る
相
続
認
定
申
請
基
準
日
に
お
け
る
当
該
中
小
企
業
者
（
当
該
被
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い
る
者
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

相
続
人
又
は
当
該
経
営
承
継
相
続
人
に
係
る
同
族
関
係
者
で
あ
る
会
社

当
該
被
相
続
人
が
当
該
代
表
者
で
あ
っ
た
期
間
内
の
い
ず
れ
か
の
時
及

が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

び
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当

て
同
じ
。
）
の
株
主
名
簿
の
写
し
（
当
該
中
小
企
業
者
が
持
分
会
社
で

該
相
続
の
開
始
の
時
及
び
当
該
相
続
に
係
る
相
続
認
定
申
請
基
準
日
に

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
相
続
の
開
始
の
直
前
及
び
当
該
相
続
の

お
け
る
当
該
中
小
企
業
者
（
当
該
被
相
続
人
又
は
当
該
経
営
承
継
相
続

開
始
の
時
に
お
け
る
当
該
中
小
企
業
者
の
定
款
の
写
し
）

人
に
係
る
同
族
関
係
者
で
あ
る
会
社
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
株
主
名
簿
の
写
し

（
当
該
中
小
企
業
者
が
持
分
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
相

続
の
開
始
の
直
前
及
び
当
該
相
続
の
開
始
の
時
に
お
け
る
当
該
中
小
企

業
者
の
定
款
の
写
し
）

三

登
記
事
項
証
明
書
（
当
該
相
続
に
係
る
相
続
認
定
申
請
基
準
日
以
後

三

登
記
事
項
証
明
書
（
当
該
相
続
に
係
る
相
続
認
定
申
請
基
準
日
以
後

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
当
該
被
相
続
人
が
当
該
相
続
の
開
始
の

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

直
前
に
お
い
て
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
被
相
続
人
が
代
表
者
で
あ
っ
た
旨
の
記
載
の
あ
る
登
記
事
項
証
明

書
を
含
む
。
）

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

削
除

十

第
十
六
条
第
三
項
の
確
認
書
（
前
条
第
一
項
第
八
号
ト
⑶

に
該
当

（ｉ）

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
中
小
企
業
者
が
経
営
承
継
相
続
人
と
な
る

者
を
定
め
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
経
営
承
継
相
続
人
の
被
相

続
人
が
代
表
者
で
あ
っ
た
時
に
お
け
る
当
該
中
小
企
業
者
の
株
主
名
簿

の
写
し
（
当
該
中
小
企
業
者
が
持
分
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
定

款
の
写
し
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
号
ト
⑶

に
該
当

(ⅱ)

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
経
営
承
継
相
続
人
の
被
相
続
人
の
遺
言
に

係
る
公
正
証
書
の
謄
本
及
び
当
該
被
相
続
人
が
代
表
者
で
あ
っ
た
時
に

お
け
る
当
該
中
小
企
業
者
の
株
主
名
簿
の
写
し
）

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）
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４

（
略
）

４

（
略
）

第
八
条
～
第
二
十
条

（
略
）

第
八
条
～
第
二
十
条

（
略
）


